
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
法
人
社
団
秋
峰
会
　
千
秋
ひ
ろ
こ
う
じ
眼
科
医

院

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
中
通
一
丁
目
三
番
五
号
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ

テ
ル
二
階

も
の
お
耳
鼻
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
八
日

秋
田
市
楢
山
川
口
境
八
番
二
四
号

市
立
秋
田
総
合
病
院

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
川
元
松
丘
町
四
番
三
〇
号

白
根
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
旭
北
栄
町
五
番
二
九
号

西
大
館
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

大
館
市
川
口
字
上
野
六
番
地
一
二
五

し
ぶ
や
こ
ま
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

由
利
本
荘
市
赤
沼
下
四
三
四
番
地
一

医
療
法
人
豊
知
会
　
た
む
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

北
秋
田
市
栄
字
中
綱
一
一
六
番
地
一

高
橋
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
街
道
ノ
上
六
五

八

三

三

十



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

い
し
か
わ
歯
科
・
矯
正
歯
科

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
市
広
面
字
野
添
一
八
一
番
地

つ
ね
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
飯
島
新
町
三
丁
目
六
︱
一

さ
は
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日

由
利
本
荘
市
中
梵
天
一
〇
〇
番
地
一

秋
野
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

湯
沢
市
横
堀
字
旭
町
三
七

な
ら
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
川
原
ノ
湯
一
三
︱
九

八

三

三

十



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

み
そ
の
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
八
橋
本
町
五
丁
目
八
︱
三
一

至
誠
堂
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
仁
井
田
新
田
三
丁
目
一
四
番
二
二
号

き
さ
ら
ぎ
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

秋
田
市
土
崎
港
中
央
一
丁
目
二
一
番
三
〇
︱
〇
二
号

厚
生
調
剤
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

大
仙
市
大
曲
通
町
八
番
三
六
号

み
よ
し
薬
局
　
市
立
大
曲
病
院
前

令
和
八
年
四
月
一
日

大
仙
市
飯
田
字
堰
東
一
五
二
︱
三

八

三

三

十




